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      	所得税

	
      【所得税】確定申告書を書面で提出した人が紛失した場合、申告書等のPDFファイルで取得できる

	
      
        2022年11月2日      
    


    
国税庁：所得税確定申告書等の情報取得について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r4/Nov/05.htm

　所得税の確定申告書を提出した後、控えを紛失したと聞くのはよくあること。最近だと、給付金などで必要になるケースが多く困っていた人も多くいました。税務署へ行けば提出物を閲覧可能でしたが、面倒でした。
　それが、パソコンやスマートフォンで申請から取得まで、全ての手続ができ、税務署に行く必要がなくなりました。
　マイナンバーカード（電子証明書）が必要にはなりますがね。

共有:
	クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)
	Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)
	






	関連



    
	
		投稿ナビゲーション

		【住民税】【所得税】【社会保険】年収制限はどこ？93万円以下、103万円以下、130万円未満　○○万円の壁
【国民健康保険料】令和5年度：上限104万円


		  
	
	  RELATED

		
	
	        		
	  
	    
		  	      株主優待と税金＝雑所得

		
	  
	  		
	  
	    
		  	      試験研究費の総額に係る税額控除制度【税制改正大綱:法人税（所得税）】

		
	  
	  		
	  
	    
		  	      マスクの購入費用は医療費控除の対象にならない

		
	  
	  		
	  
	    
		  	      【住民税】【所得税】【社会保険】年収制限はどこ？93万円以下、103万円以下、130万円未満　○○万円の壁
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